
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用） 

運転技能講習 ご案内 
 

青森労働局長登録教習機関（登録番号・第 36 号）登録有効期間 2029 年 3 月 30 日 

建設業労働災害防止協会 青森県支部 

（略称：建災防） 

 

労働安全衛生法第 61条（就業制限）の規定により、機体重量 3ｔ以上の建設機械（整地・運搬・積込み用

及び掘削用）の運転については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了

した者でなければ運転の業務に就くことができないことになっております。 

１．開催日時、会場及び定員等  

日 時 ： 令和８年７月１日（水） ～７月２日（木） 

1日目 学科 ８：２５ ～ ２０：００ 

2日目 実技 ７：５５ ～ １５：００ 

会 場 ：  1日目 建設会館 4階「大会議室」 十和田市西十三番町 4-10 

2日目 実技教習所 （十和田市大窪企業団地内） 十和田市大字伝法寺字大窪 2-38 

定 員 ： 40名 

締 切 り ： ６月２４日（水）までにお申込みください。 

締切り日以前でも定員に達した場合、受付を終了いたします。 

 

２．受講料  

区      分 
講習科目 

（次頁 3.講習

科目参照） 

合  計 
（消費税込み） 

内   訳 

受講料 テキスト代 

受 

講 

資 

格 

⑴ 大型特殊自動車免許を 

有する者 

学科 

 ①②③ 

9 時間 

 

実技④ 

5 時間 

会 員 

 42,925円 

 

非会員 

 43,145円 

41,000 円 

会 員           

1,925 円 

 

非会員           

2,145 円 

⑵ 大型自動車免許、中型自動車免許、準中

型自動車免許又は普通自動車免許を有

し、かつ、3ｔ未満の車両系建設機械（整

地等）の業務若しくは、車両系建設機械

（解体用）の運転業務又は、1ｔ未満の

不整地運搬車の運転業務に 3 ヶ月以上

従事した経験を有する者 

⑶ 不整地運搬車修了者 

※ テキストは講習当日にお渡しします。 

 

 



３．講習科目及び時間  

 講習科目名 時間 

1日目 

①  作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 5時間 

②  運転に必要な一般的事項に関する知識 3時間 

③  関係法令 1時間 

2日目 ④  作業のための装置の操作 5時間 

計 14時間 

修了試験 学科 

実技 

 1時間 

  1時間 

修了試験を合格した者には、1週間程で青森県支部より、簡易書留にて修了証を送付いたします。 

４．対象機種  

⑴ 整地・運搬・積込み用機械 

・ブル・ドーザー  ・モーター・グレーダー  ・トラクター・ショベル 

・ずり積機     ・スクレーパー      ・スクレープ・ドーザー 

⑵ 掘削用機械 

・パワー・ショベル  ・ドラグ・ショベル    ・ドラグライン 

・クラムシェル    ・バケット掘削機     ・トレンチャー 

５．受講資格  

申込書に有資格証（写）を添付していただきます。 

当日の申告は認められませんので、必ず申込み時にお願いいたします。 

⑴ 大型特殊自動車免許を有する者 

⑵ 大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許又は普通自動車免許を有し、かつ、機体重量

3ｔ以上若しくは 3ｔ未満の（令別表第 7 第 1 号・整地・運搬・積込み用機械、第 2 号・掘削用機

械、第 6号・解体用機械）に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走すること

ができるものの運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務、又は最大積載量が 1ｔ以上若しく

は 1ｔ未満の不整地運搬車の運転（道路上を走行させる運転を除く。）の業務に、3ヵ月以上従事し

た経験を有する者 

⑶ 不整地運搬車運転技能講習を修了（修了証取得）した者 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．申込方法（実施分会へ）  

人数が少ないと延期または中止になる場合もあります。 

郵送にて申請書を送付する場合は受付が終了していないか、電話にてご確認ください。 

⑴ 提出書類 

下記の書類等を郵送または窓口にて、ご提出ください。（FAX不可） 

受講申込書 

・ ホームページより印刷し、必要事項をご記入ください。 

・ 旧姓等の併記の希望する方は、旧姓を使用した氏名又は通称を確認 

できる書類を添付ください。 

（例：現姓と旧姓が記載された戸籍謄本又は住民票） 

写 真 1 枚 
・ 胸上タテ 3㎝×ヨコ 2.4㎝、1年以内に撮影した 

背景無地・無帽・正面・上三分身のものを申込書に貼付けてください。 

添 付 書 類 

（上記 5.受講資格参照） 

・ 必ず有資格証（写）又は修了証（写）を申込書の裏面に貼付けてくださ

い。 

※マイナ免許証の場合は、免許情報記録確認書（写）を添付ください。 

⑵ 受講料 

前納制になります。窓口か、現金書留・振込にて納付ください。 

 支 払 先 

窓 口 建設業労働災害防止協会 上北分会 

支払の際は、お釣りの無いようにお願いいたします。 現金書留 

振 込 

青森みちのく銀行 十和田中央支店 普通 １４０２５５２ 

ｹﾝｻｲﾎﾞｳ ｺｳｼﾀﾞﾝﾁｮｳ   

建災防 講師団長 

  

銀行発行の振込明細書(振込票)をもって領収書に代えさせて頂きます。 

※インボイス領収書が必要な方は事前にご連絡下さい。 

申込完了後、「受講票」を FAXまたはメールいたします。 

FAXが無い方はメールでお送りいたしますので、申込書へアドレスをご記入ください。 

領収書の再発行は行っておりませんのでご注意ください。  

 

７．注意事項  

⑴ 講習の日時及び会場は、お間違いのないようご注意ください。 

⑵ 講習開催日の 1週間前以降のキャンセル及び欠席の場合は、返金できません。 

  連絡も無く欠席した場合は、テキストの送付もできませんのでご了承ください。 

⑶ 受講当日、会場受付にて本人確認をいたします。「受講票」と一緒に、身分証明書の原本 

（運転免許証、マイナンバーカード等）をご提示ください。 

⑷ 業務規程により受講時間が定められており時間厳守といたします。 

遅刻・途中退席された方は修了試験を受けることができません。 

⑸ 携帯電話による通話及び操作は休憩時にお願いいたします。 

⑹ 実技は、安全帽（ヘルメット）・軍手（手袋）・長安全靴か長靴（スニーカー等短靴不可）を各自 

  ご用意ください。テキストも忘れずご持参ください。安全帽は、実技教習所でも貸出しております。 

⑺ 筆記用具（鉛筆又はシャープペン、消しゴム、マーカー等）は各自ご用意ください。 



８．お問い合わせ・申込先  

◆建設業労働災害防止協会 青森県支部 上北分会 

〒034－0081十和田市西十三番町 4-10建設会館 1Ｆ 

TEL 0176-23-6141 FAX 0176-20-1174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．実技場地図  

◆建災防青森県支部 実技教習所 

〒034-0051十和田市大字伝法寺字大窪 2-38（大窪企業団地内） 

 

 

建災防青森県支部 実技教習所 
十和田市伝法寺字大窪 2-38 
       （大窪企業団地内） 


